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経済論叢(京 都大学)第158巻 第5号,1996年11月

現代財政 シ.ステム研究 と文化経済学

池 上 惇

1は じめ に一 社会進化過程における財政システムの位置一

生物 の世 界 に お け る 『進 化 論 』 を提 起 した ダー ウ ィンは,進 化 は,自 然 に よ

る選 択 と,入 間 あ る い は 人為 に よ る 選 択CD2種 類 が あ る と指 摘 した 。 ま た,

フ ォ ン ・ベ ル タ ラ ン フ ィは,生 命 の研 究 の なか か ら,生 命 の 進 化 は 「一般 シス

テム』 と も言 え る共通 の特 徴 を 備 え てい て,生 命 の設 計 情報 と もい うべ きDNA

の 変 化 と受 精 によ る世 代 間 の情 報 の継 承 を通 じて 実 現 さ れ る こ とを 示 唆 した。

.人 間 もまた,生 命 の一 種 で あ るか ら,こ れ らの 法 則 に従 うの は 当 然 で あ る 。 し

か し,人 間 が社 会 を形 成 して,個 々人 が 双 方向 の コ ミュニ ケ ー シ ョンを行 い な

が ら情 報 を交 流 し,あ るい は,生 産 す る場 合 に は,受 精 とは 区 別 さ れ る情 報 の

受 け渡 しの,独 自の 仕組 みが 存 在 す る。 ベ ル タラ ンフ ィの 共 同 研 究 者 で もあ っ

た,.K.ボ ー ルデ ィ ング は,人 間相 互 の 学 習 に よ る情 報 の 受 け渡 しの独 自 の 意

義 を強 調 して 次 の よ うに述 べ た。

「」生 命 の 繁 殖1や`人 間 が造 り出す もの'を 検 討 す る と,.そ こ に は,非

常 に,共 通 した も のが あ る こ とが わ か る。 両 者 と も に,「 ノ ー ハ ウ」 と呼

ぶ のが 相 応 しい 遺伝 的 な要 因(遺 伝 因子)と もい うべ き もの か ら出 発 す る 。

生 命 体 の方 は,精 子 と成 熟 した卵 子 のDNAに 記 憶 され た ノー ハ ウが あ り,

入 間が つ く りだ す もの に は(humanartifacts)生 産 の た め の 青 写 真 と設 計

図 の なか に記 憶 され た ノー ハ ウが あ る。 これ らの遺 伝 因 子 とい うべ き もの

は,生 命 体 や,人 間が つ く りだす もの に とっ て は,一 種 の潜.在能 力 を 表 現

して い る と言 って もよい 。」1>

px.E.B【 川】ding,TowardsANewEtooomicq1992,p、51.
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こ こで,彼 が ノー ハ ウ.と呼 ぶ もの の 源 泉 は,生 命体 に あ って は,DNAで あ

り,`人 間 の つ く りだ す もの'に あ って は,人 間 の ア イデ ィ アで あ る。 これ ら

は設 計 図 で あ り.青 写 真 で あ っ て,生 命 を設 計 す る情 報 と,各 種 の生 産 を設 計

す る情 報 で あ る。 言 うまで もな く,地 域 にお け る人 間 の 生 活 は,DNAに 皮 膚

の色 や 目の 色 な ど,多 くの影 響 を蓄 積 して きた 。 また,ア イデ ィア に お い て は,

地 域 の 自然 と闘 い つつ 共存 す る上 で,地 域 に固 有 の ア イデ ィア や ノ ー ハ ウ を蓄

積 して きた 。例 え ば,地 域 に は固 有 の祭 りや,固 有 の 舞 踊 や,固 有 の音 楽 な ど

が 生 まれ る し,固 有 の熟 練 や 技 術 な ど もあ る.ア イデ ィア を基 礎 と した ノ ー ハ

ウ は,地 域 の 数 だ け の 固有 の ノーハ ウ を生 み 出 し,言 語 の 翻訳 が可 能で あれ ば,

どの 地域 の ノ』 ハ ウ も相 互 に学 習 に よ って 継 承 し.発展 さ 甘 る こ とが で き る。 ま

た,個 々 人 もそ の成 長 の過 程 で,ひ と りひ と りの 独 自の 判 断 の基 準 を確 立 し,

個 性 的 な力量 や判 断力 を形 成 して,そ の 成 果 を相 互 に 交 流 し,あ る い は,交 換

し合 って 学 習 す る こ とが で きる。 さ ら に は,人 間 が つ く りだ す.各種 の組 織 例

えば,家 族,企 業,自 治 体,政 府 な どの 組 織 も,他 の 種 類 の組 織 か ら学 習 す る

こ と もで きれ ば,同 種 の組 織 相 互 の あ い だ で 学 習 す る こ とが で きる 。

一 般 に学 習 と は何 か
,に つ い て,例 えば,N.ウ ィー ナ ー は,1940年 代 に,

人 間 の 行 動 を,神 経 組 織 に よ る 「行 動 の 結 果 の 脳 へ の伝 達 と,脳 に 蓄積 され た

記憶 との 照 合,そ して,新 しい 判 断 に よ る行 動 の 型 の 変 更 」で あ る と指 摘 した 。

彼 は言 う。 「仕事 の 結 果 か ら送 り返 さ れ て くる情 報 が,仕 事 の 一 般 方 式 と仕

事 遂 行 の パ ター ン とを変 更 す る こ とが で き る もの で あ るな らば,そ の過 程 は学

習 と呼 ぶ の が適 当で あ る。」 と%

も し,こ の よ うな 学 習 理 論 が 成 り立 つ と した な らば,「 人 間 の行 動 の 結 果 だ

け に注 目 し ないで,ひ と りひ と りの 行 動 の 動 機 と行 動 の結 果 とを 関連 させ,個

性 的 な 判 断 の 基準 が,学 習 に よ って,獲 得 さ れ て ゆ き,芸 術 の 享受 能力 が 発 達

し,.そ れ に伴 って,欲 求 の水 準 も高 ま り,消 費 者 と して の行 動 の型 もま た,変

2)ノ ーバー ト・ウィーナー著,鎮 目恭夫 ・池原IE此 夫訳 「人間機械論 人間の人間的な利

用一 」みすず書房,1979年,61ペ ージ。
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化 しうる」 ということになろう。

例えば,財 政活動 というものは,納 税者による財政シス.テムの選択行為であ

ると定義できるが,こ こで も学習の過程を観察することができる。納税者が,

私的な.欲求を充足するにあたって,共 通の基礎となるべき社会的な欲求を充足

するために,複 数の予算案のなかから一つを選択する場合を想定しよう。そこ

では,予 算の投票による公共的な意思決定にあたって,過 去の公共選択の失敗

や成功の経験,諸 外国の公共選択からの学習,家 計,企 業,非 営利組織 自治

体などの経験からの学習 といったような多様な経験からの学習が可能である。

人類は財政活動の実践に当たって,当 初は,自 然選択の存在を無視 し,納 税

者の生命力を衰退させるほどの課税や,自 然環境を大規模に破壊するような公

共事業などをおこなって きた。18世 紀に重農主義者たちがおこなった絶対主義

財政への批判は,将 来の再生産の基礎である種子への課税の禁止であ り,「君

主 といえども従 うべ き自然法」への配慮を求めることであった。また,現 代の

環境財政学は,持 続的発展への配慮を財政に求めて,環 境保護や管理を原則 と

した公共活動の準則に従 うよう求めている。これらの経験を踏まえるに当たっ

ては,自 然選択の結果である環境問題への対処が不可欠である。

他方,人 類は,財 政活動に当たって,人 為選択として社会が実現すべ き論理

や正義の内容や,そ れに関する合意形成への配慮 を無視,な いし,軽 視 し,そ

のために多大の犠牲を納税者に課 してきた。所得の格差が拡大 しつつあり,失

業者が増大 しつつあったり,ま た,不 公正な競争や独占が存在していたにも関

わらず,財 政活動はこれらを防止 し是正するための手段を持つ ことが出来な

かった。.社会が解体するほどまでに矛盾が表面化してはじめて社会は,大 規模

な所得の再分配,完 全雇用,競 争条件の整備の必要性を認めばじめる。累進所

得課税,有 効需要の補償,外 部経済の整備が,現 実の課題 となる。

社会における公正や正義の内容が模索されはじめて,マ ーシャルや,ピ グー

や,ケ インズらは,シ ジウィックの公正論を財政学に導入しようと.し,現代で

はブキャナンらの財政学が,ロ ールズの正義論を導.人しょうとする。ロールズ



画

`(470).第158巻 第5号.

の場合に.は,.人間の自然的自由を拡大することと,生 存権を社会的に保障する

ことが正義の二大原則 として位置づけられる㌔

人類は学習の結果 として,選 択を繰 り返すうちに,公 共サービスの供給や負

担のシステムを構築する技術 ・技能や熟練が高まり,独 自の受容や享受の仕方

や,独 自の選択の基準が確立されてきたのである。 ・レ

これらの自然選択や人為選択の結果として,現 在の.財政システムを位置づけ

てみると,自 然 との共存や,公 正や正義の原則などの確立過程を理解すること

は容易である。 しか し,現 代財政システム論は,.こ の学習の成果が正当に評価

しうるものか,ど うか,に ついて,ひ とつの,..大きな挑戦に直面 している。そ

れは,端 的に言えば,公 正と効率の矛盾と呼ばれる問題であって,従 来の経済

理論をもってすれば,公 正と効率は矛盾せざるをえないから,効 率 を優先して

経済発展を実現 してから,公 正に及ぶべ きだ,と い う議論である。しかも,問

題を複雑にしているのは,北 欧型の福祉国家の財政危機が表面化 し,ソ 連型社

会主義財政の崩壊という現実を前にして,平 等社会実現の夢は敗れたという指

.摘が説得力をもつかに見え始めていることである。 しか し,公 正と効率の矛盾

論の根拠を検討してみると,そ こでは,経 済学のパラダイムそのものに内在 し

た一種の社会ダーウィニズムが潜んでお り,あ る意味では,「効率と公平が矛

盾することを前提とした論理構造」が存在することが分かってくる。例えば,

累進所得税制度に反対する論者の多くは,「人間の才能は同 じではないのに,

才能り差異を無視 して累進所得課税を行えば,才 能があってより多く経済発展

に貢献できる人々にかえって負担を課 し,才 能の乏 しい人々に財政支援を与え

て,彼 らの怠惰を促進する」 と説 く。そうなれば経済発展にとって中立的な課

税が望ましいことになり,人 頭税のような均一課税が正当化されやすい。この

3)池 上惇 『財 政 思 想 史∫ 有 斐 閣,近 刊 に お け るケ ンブ リ ッ ジ学 派 の章 を参 照 。 なお ,新 自由 主 義

の 主 張 の 背 景 と理 論 につ い て は 」.J.Kirlin,ThePolitimlE,m,,ofFinalLimit,1982.加 藤

.一'郎 「PM」 藍,sitir}n且3の 評 価 を め ぐ
って.1『 財 政 学研 究!_1ti,〔19R.1年7月,E、Buder、M〃'θ π

Freedman:AGuideMHisEconomicThonghg1985..宮 川 車 義 訓 『フ1,一 ドマ ンの経 済 学 と思

想 」 多賀 出版,1989年 ひ

藻
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よ う.な議 論 は,才 能 をあ る共 通 の 尺 度 で測 定 し,し か も,経 済 活 動 にお け る ビ

ジ ネ ス の才 能 を才 能 と定 義 して は じめ て成 立す る議 論 で あ る。 この議 論 は す で

に ケ イ ンズが1930年 代 に論破 し,最 近 で は ロ}ル ズが ベ ンサ ム主 義 の批 判 と し

て展 開 した 議 論 で はあ る。彼 らは,人 間 の 才能 は,多 様 で 個 性 的 な もの と して

把 握 す るの が 自然 で あ って,ビ ジ ネ スの能 力 差 異 を基 準 に して,人 間相 互 の 生

存 競 争 を正 当 化 す るな らば,そ れ は,か え って,公 正 な競 争 を阻 害 し,公 正 競

争 を前 提 と した 経 済 理論 の結 論 と矛 盾 す る,と 主 張 した 。

以 後 の財 政 学 の 発 展 過 程 は,マ ス グ レイ ブ に よ る ケ イ ンズ主 義 の継 承 や,ブ

キ ャナ ン ら に よ る 四一 ル ズ理 論 の継 承 が 見 られ,基 本 的 には公 正論 が継 承 され

た 。 しか し,依 然 と して,.効 率 と公 正 の矛 盾 論 が う まれ て くるにつ い て は,ケ

イ ンズ も,ロ ー ル ズ の現 代 的継 承 者 た ち も,個 性 や 多 様性 を総 合 的 に理 論 化 し

う る経 済 理 論 の構 築 に は成 功 して い な い.と い う事 情 が あ る。 そ こで,本 稿 で

は,多 様性 や個 性 を 説 明 し うる経 済 理 論 と して 文 化 経 済 学 の最 近 の 成果 を採 り

入 れ た 現.代財 政 シス テ ムの 総 合 的 解 明 を試 み る こ とに よ って 新 しい財 政 学 の展

開 の基 本 的 方 向 を示 して み よ う。

11文 化経済学からみた公共的意思決定過程

イ ギ リス の 財 政 学 者,A.ピ ー コ ック は,近 著 で次 の よ う に指 摘 して い る。

「通 例,経 済 学 の 文 献 にお い て は,消 費者 主 権 の原 理 につ い て 説 明 を与 え る際 、

に,消 費 者 の好 み や 選 好 は 所 与 の もの と看 做 され る ケ ー ス.のみ を考 察 の対 象 と

す る」。 しか し,彼 に よれ ば 「これ は 極 め て 限 定 さ れ た 仮定 で あ る」。

なぜ な らば 「人 間 とい う もの は所 得 を 支 出す る過 程 で 経 験 を獲 得 す るか ら,

選 択 の効 率 を改 善 す る方 法 を 学 習 し うる」1}からで あ る。 この 指摘 は,明 らか に,

経 済学 や財 政 学 にお け る選 択 や 選好 の 理 論 の なか に,「 学 習 」 の要 素 を.本質 的

な もの と して 持 ち込 ん だ こ とを意 味 して い る。 消 費 者 や 納 税 者 が所 得 を支 出 す

る過 程 で 失 敗 や 成 功 の 経 験 を積 み 重ね,.選 好 を変 化 させ なが ら,財 や公 共 サ ー

4)A.Peacock,PayzrzgthePep,,Culture,MusicandMnnry,1993,p.123,p.123.
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ビス の選択 にお い て,よ り 「よ い」 選 択 を行 うこ とが で きれ ば,そ こで は,何

が 起 こ るだ ろ うか 。

納 税 者 個 人 が 選好 を変 化 ・発 展 させ なが.ら学 習 に よ って,社 会 の す べ て の構

成 員 に と って,「 よ りよい 状 態 」 を模 索 して ゆ く と き,こ の 模 索 が 成 功 す る た

めの 条 件 は何 で あ ろ うか 。

文 化 経 済 学 の創 始 者 や そ の 後 継 者 に つ い て の 標 準 的 な 解 明 を行 った ス ロ ス

ビー に よれ ば,.A.ス ミスか ら始 ま り,ラ ス キ ン,モ リス を経 て,ケ イ ンズ,

.さ ら には,ボ ー モ ル,ガ ル ブ レイ ス,ピ ー コ ックな どの 系 譜 が 挙 げ られ る 。私

は,こ れ ら に 加 え て,マ ー シ ャ ル や,さ き の,..ボ ー ル デ ィ ン グ,さ ら に は,

A.セ ン らを 位 置 づ け る のが 自然 で あ る と思 うが,彼 ら に共 通 し てい る 「よ り

よい 状 態 」 あ るい は 「社 会 的 な厚 生 の改 善」 へ の 洞 察 は,「 潜 在 的 な才 能 や 個

性 の 相 互交 換 や 活用 に よ る,よ り豊 か な暮 ら しへ の 展 望 」 を 含 ん で い た こ とで

あ る。 例 え ば,ス ミス に は,「 分 業 に よ って 個 人 の 才 能 を.発展 させ,そ の才 能

を生 か して 生 産 した財 を 各個 人 の欲 求 充 足 のた め に相 互 に交 換 し.あって,互 い

に よ りよい を 生 活 を 享受 しあ い,そ れ に よ って ト 社 会 の 生 産 力 と消 費 財 の 受容

能 力 を高 め,才 能 の差 異 を社 会 の共 同 の資 産 とす る」 とい う基 本 的 な 考 え 方が

あ る。 また,ス ミスは,分 業 に は,こ の よ うな積 極 面 と同 時 に,特 殊 な 才 能 に

人 間 の発 達 を 一面 化 して しま い,こ れ に よ って,社 会 の 常 識 や 共 通 了 解 を 喪失

.さ せ て,社 会 を解 体 させ る傾 向 を も把 握 して い る。 そ して,こ の よ うな傾 向 が

社 会 の 解 体 に至 らな い た め に は,青 少 年 に対 す る普 遍 的 な 教 育 制 度 な どの 整備

の必 要 性 を説 き,財 政支 出 の重 要 な項 目 と して あ げ て い る。 こ こで は,よ りよ

.い 生 活 の た め の 基 本 的 な条 件 と して,自 由 な分 業,つ ま り職 業 や 営 業 の 自由 な

活 動 と,教 育財 政 に代 表 され る社 会 の イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー の 整 備 が福 祉 向

上 の 大 前提 で あ る。

これ らの ス ミス の主 張 は,要 約 す れ ば,自 分 の 人 生 や 職 業 を 自由 に 選択 し,

個 性 を 自由 に 育 て うる 「ふ と ころ の深 い市 場 経 済 」 と,文 明 の 成 果 を 享 受 し う

る能 力 の発 達 を支 え る イ ン フ ラス トラク チ ャー の存 在 こそ が,社 会 的 な厚 生 あ
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るいは福祉を発展させる鍵であるということになる。

ラスキンやモリスにいたると,ス ミスとの思想的な連続性は全 く意識されて

いないが,「ふ ところの深い市場経済」.は 「固有価値を生産 し,供 給 しうる市

場経済」 という,よ り明確 なかたちで述べ られ,教 育への財政支出などは,

「固有価値を享受する能力」の発達として明瞭に定式化されるようになる。彼

らによれば,人 間の生存への欲求が金銭欲に支配される現代社会では,自 然の

もつ素材のよさや,自 然環境のもたらす人間性への積極的な貢献は,単 なる経

済資源としての評価に従属させられ,価 値のある自然素材が活用されず,む し.

ろ,破 壊されてしまう。そして,人 間の個性や才能も,金 銭欲の犠牲 となって,

本来の潜在能力を発揮 しえなくなり,こ こでも,潜 在能力を活か し得ないため

の大きな浪費が発生する。

とりわけ,.資 本主義社会における技術の進歩は,資 本蓄積過程における機械

と人間との生存競争の形式を採って進行 し,ま た,行 政部門においても,財 政

危機や国家破産の圧力のもとでは,コ ンピュータなどの省力化装置と公務員の

競争が組織される。ここでは,し ばしば,当 面のコス ト削減のために,防 災や

環境保全のための支出を節約し,伝 統文化や熟練や人間的な手仕事とコミュニ

ケーションの価値が入間の潜在能力とともに無視される。

そこで,社 会が継承 し発展させてきた固有価値のある景観や,文 化財などの

伝統的な価値を認め,人 間の潜在能力や個性の価値を承認 し,こ れらの芸術性

や固有価値を享受する能力を発達させるための教育システムの開発が必要にな

る。これらの価値の承認と発展こそ,社 会の厚生を高めるための原動力である。

これによって,人 間の欲求が高ま り,生 命と生活の充実に必要な財を,消 費者

たちが,生 産者に要求するようになれば,生 産システムにも革命が起こる。す

べての財は,伝 統的な建築物がそ うであったように,機 能性 と芸術性を統合し.

た財としての性質を求められ,生 産者は,科 学や芸術の成果を最大限度まで,

採用せざるを得な くなる。そうなれば,利 潤のみを追求する金銭至 ヒ主義に代

わって,.労働の人間化を認める経営が必要になり,芸 術労働や創造性を重視す.
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る労働への方向が強まるであろう。 ここでは,固 有価値の享受能力を高める.教

育システムとその財政 こそが,福 祉や厚生の向上を結果するための戦略的な位

置づけを与えられる㌔

さらに,そ れだけでなくて,消 費者や納税者たちが 「自分たちの好みや選好

が発展 した り変化 したりすることを認識 している」ならば,変 化や発展を促進

しうる条件に関心を持たざるをえない。それは,財 や公共サービスを享受する

能力を教育によって積極的に高めてゆき,こ れによって選択の効率を一層,高

める方向に向か う.ことである。それゆえに選択の形成過程はピー.コックによれ

ば 「行動による学習に依存するだけではなくて教育に対する投資にも依存して

いる」 ことになる5,。教育に対する投資によって納税者や消費者の選択の効率

が高まるとすれば,公 共選択の対象 となる複数の.予算案に対する情報の提供や

過去の予算案の選択の際に経験 した成功や失敗の経験 に関する情報をデータ

ベース化 して納税者の自由なアクセスを保障する制度を構築し,こ の分野に教

育投資を行 う必要が高まってくる。

このためには,予 算案の社会的費用 と社会的便益に関する分析の枠組みを専

門家が作 り上げて納税者の社会的な合意を媒介としながら,納 税者が予算案を

選択する場合の情報的基礎を拡充することが不可欠である。予算案や公共プロ

ジェク トの費用/便 益分析は,か っては,大 統領などの行政的な意思決定のた

めの基礎資料を提供することに重点があっ.た。しかし,現 代では納税者の学習

能力を高めて納税者の公共的意思決定を支援することに重点が移行せざるをえ.

ない。この場合には予算案の選択についての情報的な基礎が拡充されて,選 択

の効率が改善され うる。そうなれば,公 平と効率は対立的なものではなくて,

学習の結果いかんでは補完的なものともなりうるであろう。浪費を少なくする

方法 も単に所得の再分配が非効率を生むという視点だけではなくて現代の官僚

・)池 上 惇r・ ス キ ・七手'以 槻 代 」 メ・善.・9・ ・年 ・ 同r情 鮒 会 の 文 解 済 学 」 丸 善,・996年

参 照 。

6〕A・Peacock,oP.tit,P.123.
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制や政府の調達活動や政治資金の確保の方法にまで議論が及ぶ可能性がでてく

る。また,公 共サービス供給のシステムを構築する場合には政府直営のサービ

スだけでなくて,非 営利組織やボランティア活動を視野に入れて納税者が多様

な公共サービス供給 システムか ら比較 し選択 しうるような財政の構造が求めら

れるかも知れない7㌧

m公 共支出と租税制度における生存競争と公正競争

納税者によるシステムの選択

所得再分配の視点

教育のシステムなどをインフラス トラクチャーとして位置づける文化経済学

的な視点は,消 費者の享受能力の問題を財政理論の出発点にお くことを求める。

そ して,消 費者が財やサービスを市場で選択する場合に 「享受能力をもつ消費

者」 として登場することを期待するのである。 しか し,「享受能力を重視す る

という公共的な意思決定」は,消 費者 自身が投票によって(間 接的に議員の選

挙によるか,あ るいは,直 接的に住民投票によるかを問わず),決 定する以外

にはない。ところが,実 際の投票においては,「 固有価値や享受能力を無視 し

た生存競争に追われる」納税者が現実に多数を占めれば,そ こには,金 銭至上

主義を支持する政党や集団が多数を占めて,享 受能力など一顧 にも価 しない予

算が編成されるかも知れない。そこで,生 存競争を抑制 して,人 々が公正な競

争機会につねに参入して固有価値を追求しうるような生活上の条件を,ま ず,

決定 してお く必要がある。

消費者の私的な欲求と生存欲求に関る公的な欲求 との関係 を端的に理論化 し.

たのは,K.ヴ ィクセルであった。彼は個人主義的で最も自由な社会に於いて

官僚制などの制約なしに公共選択が実行された場合,租 税は利益原則によって

行われるのが公正である,と 考える。利益原則による課税や納税は,彼 によれ

ぽ,納 税者の私的な欲求の増大を犠牲にして,そ の犠牲を上回る公的な欲求の

7)池 上惇 「財政学一 現代財政システムの総合的解明一 」岩波書店,1990年,152-154ページ。
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増大が実現 しうることを意味 していた㌦

このような利益原則の適用は公平や効率の基準から見て,ど のような意味を

持 っているだろうか。まず,こ ごでは,社 会の成員のあいだの所得や財産の格

差が小さくて,財 産や所得が個人の白山な意思決定の妨げにならない,と いう

大.前提がある。課税の原則で言えば水平的な公平が絵でかいたように実現され

る。人々はほぼ同水準の所得や財産を持っているのだから,同 じ所得を持つも

のは同じように取 り扱われる。例えば同一の税率での比例税や.一人当 り同額の

人頭税を負担すると考えてもよい。水平的な公平のもとで,個 々の納税者が最

少の犠牲の増加分で最大の公共サービスの増加分を手に入れようと考えること

は,限 界原理からみて,最 も効率的な資源配分を実現 しうる租税制度であ り,

資源配分から見て最適規模の政府を実現することになる。

しか し,ヴ ィクセルは,こ のような水平的公平が積極的に主張されるには重

要な前提条件があると考える。それは,所 得や財産の格差が個人の独立した意

思決定を妨げない程度にまで社会的な規模で是正される必要がある,と いうこ

とであった。つまり,垂 直的な公平の実現ののちに初めて水平的公平は実現 し

うるのである%こ れはスウェーデ ン学派の財政学の基本的な特徴の一つで

あって,R.A.マ スグレイブの租税体系論にも継承されてきた。つまり,能 力

原.則に基づ く累進的な個人所得税制度の採用によって所得の再分配を実現 し垂

直的公平を達成したのちに,こ の基礎の上で,消 費税などの比例税率をもつ利

益原則の課税(水 平的公平を実現 しうる)を 位置付 けるべきだ,と いう主張で

あるL%

所得の再分配を前提 とした利益原則の課税とは,換 言すれば生存権保障を基

呂)K.Wick8ell,F7加"2幽 館 宙 ∫thefノη'2バ曜 飯 躍9伽 脚 細 動 肘 ピ〃麗η9麗 ㎜1κr'嫌48∫&躍 緬8"∫

翫加48糊1896、K.ヴ ィ クセ ル著,池 田浩 太 郎,杉 ノ厚 保 文,池 田浩 史 訳 「財 政 理 論 研 究」 千

倉書 房,1995年,112ペ ー ジ お よ び解 説255ペ ー ジ。

9)K.WickselL,ANewPrinciplesofJustTaxation,R.A.Mu3g階e臼ndA.Pεac㏄keds.,C如 一

5ま`5切 伽Theoryげf'`'bb,Fiu`zηf8,198.

10)マ ス グ レ イ ブ夫 妻著,木 下 和 夫 監 訳,大 阪 大 学 財 政研 究 会 訳1財 政 学一 理 論 ・制 度 ・政 治 一 上

1,H,皿,旧83一 例 年 。
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礎とした上での個々人の公正な競争関係が存在する下での課税方法であると言

えよう。この基礎の.ヒで,固 有価値の享受能力を高めうる教育システムの開発

と,そ のための財政支援のありかたを考えることは,現 代財政システム研究の

中心的な課題となる。教育のシステムは,そ の多 くが非営利組織である学校法

人制度を採用している。これらは,補 助金や寄付税制によって支えられる。そ

して,こ れと並行 して,国 立や公立あるいは,単 なる株式会社制度を採用 した

研修や訓練の組織もある。つまり,享 受能力の発達を求める納税者は,一 方で

は,か かる多様な経営形態をもつ教育組織のなか ら,自 分の発達欲求に適合す

る.ものを自由に選択し,他 方では,教 育組織への公的な支援のあり方について,

もっとも,適 切な.予算案を選択する。この場合,納 税者が合意 しうる 「正義の

原則」は,納 税者の個性 を相互に尊重 しあうことと,最.も 劣悪な状況にある

人々の状態を優先的に解決する,と いう2原 則にあることは言 うまで もない1%

公共サービス供給システムの選択

いままでのところ,納 税者は,ま ず,納 税にあたっての租税 システムの選択

を行いながら,こ の租税システムと公共支出政策との共通の基盤となる憲法的

ルールを選択する..と想定された。この想定は,現 代の財政学においては 「制度

の選択」を視野に入れた財政学 として特徴づけることができる。

例えば,7.M.フ1キ ャナンらヴァージニア学派の公共経済学は 「制度の経済

学」を公共選択論の前提として位置づけた。彼らによると従来の経済学,つ ま

り顕示選好学派が 「ルールないし制度が与えられたもとでの選択」を取扱って

きたのに対 して 「ルールない し制度そのものの選択」を取扱いうるパラダイム

を提案 しだ2,。縞税者である市民は利.益原則に従 って行動 しながらも納税から

直接的な結果 としての利益を求めて行動するのではなくて,ど のような手続き

11)」.Rawl5,A7偽80型oノ.Jμ 画 楓1971.矢 島 鉤次 監訳 「正 義 論 』 紀 伊 国 屋 書 店,1979年 。

12)」.M.Buchanan,Eα 」πθ加f5一βθ`wε㎝Pr64磁'τ ∫ε3鷹 ηc♂暇 ム ㌔fθrα'備 池 ∬助yl986.、 田 中 清 和

訳r公 と私 の経 済 学 」 多 賀 出 版,1991年,306ペ ー ジ。
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を選 択 す れ ば,自 分 た ち は不 公 平 や 権 力 の 濫 用 を 防 止 しう るの か を 考 え,公 平

.な ルー ルをつ く る。 つ ま り,憲 法 的 ルー ルを 選 択 す るの で あ る 。 そ して,憲 法

的 な ル ー ル の 基礎 の上 で,今 度 は予 算 案 の 中 か ら最 適 な もの を 選択 す る こ と.に

な る。

こ こ.では経 済学 は 「二 重 化 」 され て い て,一 方 に は 「制 度 そ の もを 選択 す る

理 論 」 と 「制 度.を前 提 した 上 で の 最 適 な 経 済 行 動 を取 り扱 う経 済学 」 が あ る13,。

そ こで,検 討 す べ き問 題 が で て くる。 予算 案 の 選択 とい う と き,最 初 は一 般

会 計 予 算 の歳 入 と歳 出 の よ うに,納 税 者 の 税 負 担 と,彼 らが受 け取 る公 共 サ ー

ビス を負 担 の総 計 と便 益 の 総 計 と して 評価 の対 象 と して お れ ば それ で 済 む程 度

の規 模 や 内 容 で あ った 。 と くに 基 本 的 な 人権 や財 産権 に 関 る公 共 サ ー ビ ス,ま

た,生 存 権 に直 接 に関 る公 共 サ ー ビス は,政 府 や 自治体 の直 営 のサ ー ビ ス供 給

機 構 を持 つ こ とが 多 か った か らで あ る 。

しか し,高 校 や 大 学,研 究所 や 医 療機 関,劇 団や 交 響 楽 団,環 境 ・景 観 や 文

化 財 の 保 全 な どの 領 域 に公 共 サ ー ビスが 拡 大 して くる と,サ ー ビ ス の内 容 も個

性 化 や,多 様 化 が 著 し くな り,サ ー ビス の供 給 シ ス テ ム も,学 校 法 人,医 療 法

人,福 祉 法 人,財 団 法 人,社 団法 人,.さ ら に は協 同組.合な ど,多 くの公 益 法 人

や 非 営 利 組 織 が 担 うよ うに な っ て くる。 これ ら の非 営 利 組 織 はそ の 大 部 分 が公

共 サ ー ビ.スの 供給 を担 う機 構 と して法 制 度 上 も認 め られ て い る こ とが 多 い 。 そ

して,非 営利 組織 の経 営 は,ア メ.リカ の典 型 的 な例 で は,加 入 者 の 支払 う料 金

な どの収.人,特 許料 の収 入,免 税 つ き の寄 付金 に よ る収 入,政 府 や 自治体 の補

助 金,免 税 つ きの 寄付 金,な ど に依 存 して い る。

この よ うな 非営 利 組 織 に よ る公 共 サ ー ビ ス供 給 は,納 税 者 に と って新 た な選

択 の 余 地 を拡 大 した。 つ ま 鱈

.1)直 営 と違 っ て,多 様 で 個 性 的 な公 共 サ ー ビ ス供 給 の 単体 が 多 数 あ っ て納

税 者 が主 体 的 に選 択 しう る余 地 が あ る。

2)免 税 つ きの寄 付 金 制 度 が あ る場 合 には,納 税 者 は税 を全 額 国や 自治 体 に.

13) 、山之内光躬,日 向寺純雄 『現代財政の基礎理論』税務経理協会11972年,12ペ ージ参照。

1

、.
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支払 うか,.あ るいは,免 税つきの寄付 を選択 して,税 額の一部の使途を自

分で決定 した非営利組織に配分するか,を 選択する余地がある。

かかる選択の余地は,直 営と非営利組織のあいだの競争や非営利組織の間の

競争.を媒介として,経 営改善や公共サービス改善のための刺激 となりうる場合

には官僚主義や画一主義を抑制して,効 果的に公共サービスの質を向 ヒさせる

可能性がある。このような新しい方向は,1940年 代か ら50年代にかけてイギリ.

.スにおけるベヴァリッジ案が 「揺 りかごから,墓 場まで」の福祉計画を立案 し

たとき,こ れに反対したコーリン ・クラークによって提案された。彼 は国民所

得の40%を 越える重税は国民負担 として異常な水準であり,し かも,大 きな政

府は,無 駄の多い画.・的サービス供給 と官僚室義的な中央集権をもたらす危険

が大 きい,と 指摘 した。その上で,共 済組.合や非営利組織 による多様 な公共

サービス供給システムを提案 した。現代流にいえば,こ の構想は,安 価な政府

と社会権の拡充を両立させうる社会シ.ステムを模索 した もので,憲 法的なルー

ルを背景にして,公 共部門が直接に供給する公共サービスと,市 場における個

人の選択行動の中間に,個 人がコミットしうるクラブ組織や非営利団体などを

想定している。個人はこのような中間組織 とコミットメ.ントをもつ ことによっ

て,一 方で は私的利益 と公共的利益の調整に関する問題を取上げて社会的な

ルールの確立や選択について学習 し,他 方では非営利組織 と市場組織 との緊張

関係のなかで個人と組織の関係を調整する.ことができる。公共サービスの社会

的な評価についても市場経済の視点からの評価と非市場的な評価 との調整を行

なうシステムを考察する手がか りが生れ うるであろう1㌔

公共財の潜 在能 力 〔固有価値)と 享受能力

納 税 者 が.公共 サ ー ビス の評 価 を行 うと き,こ れ を金 銭 的 に評 価 す る こ とは困

難 で あ る。 そ こで,公 共 サ ー ビ.ス評 価 の基準 を さ きの ロー ル ズ の二 つ の基 準 に

14>ColinClark,幌lf.,`耀47』 π副 ピo月,1955、,dit【 〔}Pubii亡FinanceandChangesintheValue⑪f

Money,了 痂 盈0ノ 卍㎜'fJo配 川 風Dec.1945.
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置きなが ら,そ の基準が納税者にとって具体的にどのような意味をもつのかを

検討 しなければならない。この点で大きな貢献をしたのは,A,セ ンであった。

彼は,顕 示選好学派の方法論的な前提である 「効用アプローチ」の限界を批判

する。効用アプローチは市場価格による財の評価が欲求の充足度の正確な尺度

であることを前提 としている。 しか し,セ ンによると財の評価は,そ の財が,

現実に,そ れをに購入 した個人の生命体としての発達に貢献 したかによってこ

そ評価されるべきだ,.とい うことになる。例えば,あ るパンはその味や対話の

雰囲気にふさわしい香や色,食 べるひとの年齢にふさわしい栄養など一種の潜

在能力をもっていて,こ れが実際にバンの機能として顕在化す るには,そ れ ら

を購入し味などを享受する人々の享受能力の発達が必要である。この享受能力

はロールズのいうようなマキシミン原理によって社会的な基本財を分配するだ

けでは発達しないのであって基本財の分配がそれぞれの人間の欲求を高めるの

に ゴ度必要なだけの公共サービスの給付と平行して進まねばならない。 これは

享受者の自立を支援する公共サービスと言ってもよい。つまり財のもつ固有価

値と消費者の享受能力が合致するような社会システムが選択されなくてはなら

組]%

ここで想定されている人間は単・に消極的な自由を享受する人間ではなくて,

消極的な自由の実現を手がかりとして積極的な自由,つ まり自己の欲求を積極

的に実現 し,い きがいを求めて財や公共サービスを選択するために,そ の前提

となる社会システムを選択する人間である。このような人間や状況を想定する

と社会の多数者が合意できる評価基準の発見とそのための手続きが必要となる。

センは財や公共サービスの評価が市場価格だけによって行なわれるのではなく,

アンケー トや直接的な観察,慎 重な吟味によっても行なわれうることを主張し,

かかる方向から社会的な合意のための総合的な福祉指標を模索しようとする。

15)A.Sen,TheStandardo(Living,TheTannerI.ec【oresonHumanValve,DeliveredatClare

Hall,CambridgeUniversity,Marchllacrd12,1985.TheTannerLemur,∫onHumanValuy

VI【 、1986.PP.8-n.A.Sca,Commoditiesand`hρ 罐 ゼ!ピ`総,1985,鈴 村 興 太 郎 訳 「福 祉 の 経 済

学一 財 と 潜 在 能 力 」 岩 波 書 店,1988年 。
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この指標は現在国連の研究チームなどによって.「人間発達指標」 として整備さ.

れようとしており今後の研究成果が注目される1%

また,セ ンは顕示選好学派の考え方を現実の経済に適用すると 「物象化」さ

れた関係を肯定 していまい,人 間性や生命の進歩のための経済的な基礎といっ

た本来の経済関係を見落 して しまうことを懸念し,人 間の疎外からの回復や物

象化論を批判 したアリス トテレス,マ ルクスを高 く評価 している。財政学の枠

組みが資本蓄積や官僚機構のもたらす疎外現象を分析 し疎外からの回復の視点

からルールの改革や選択を行なう上での基礎理論を提供 しうることはいうまで

もないことであろう。

IV財 政 学 と イ ン フ ラス トラ ク チ ャー

インフラス トラクチ ャー概念の発展 と自立支援ネ ッ.トワーク

イ ン フ ラス トラ クチ ャニの 概 念 は財 政 学 の対 象 を確 定 す る とき,キ ー ワ ー ド.

とな った。 従 来,こ の概 念 は公 共 投 資 の 基 礎 理 論 と して位 置 付 け られ て きた が

私 は これ を法 制 度 や 憲 法 的 な ルー ルの 問 題 に拡 張 して財 政学 の対 象 と した 。

イ ン フ ラ ス トラ クチ ャー は一 般 に 道 路 や 港 湾 や 学校 な どバ ー.ドな イ メ ー ジで把

握 され て い るが 発 生 史 や 最:初 に理 論 化 を 図 っ たA,0.八 一 シ まマ ン ら に よ る

と法 制 度 や 銀 行 制 度 な ど ソ フ トな内容 が 含 まれ て い た'%文 化経 済 学 の 発 想 に

よれ ば,「 固有 価 値 の 享 受 能 力 」 の 発 達 の た め の教 育 投 資 は,戦 略 的 重 要性 を

もつ イ ン フ ラス トラクチ ャー で あ る。 この 戦 略 的 重 要性 を踏 ま えつ つ,教 育 投.

資 を行 う場 合 の 「正 義 の 原 則 」 に 注 目 し,正 義 の原 則 の視 点 か ら イ ン フ ラ ス ト

ラ クチ ャー全 体 の概 念 を再 構 成 す る とiそ こに は,何 が 見 え て くるで あ ろ うか 。

工M.ブ キ ャナ ンは,情 報 理 論 の 基礎 づ け に よ っ て,憲 法 的 な ル ー ルの 重 要

性 を把 握 し,憲 法 イン フ ラ ス トラ クチ ャー と もい.うべ き概 念 を提 起 した。 この

概 念 は ロー ル ズ の正 義 の 原 則 を 基 礎 に,財 政 憲 法 の ル ー ル 化 を主 張 す る もの

16)UN,H邸 肌朋Dε 斑ぬ卿 ㎝'Rゆ π」990,1991,こ の文 献 は吉 川 英 治 氏 の 示 唆 に よ る 。

17)A.0.Hir3hman,了 先£∫加 噂yけ.E`o,卍o,π ゴfD齪 々}ρ〃翻 置,1958.
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で,租 税 シ ス テ ム も確 実 な情 報 を伝 達 し市 場経 済 や公 共経 済 の基 礎 と して機 能

す る もの と して位 置 づ け られ るL%

憲法 イ ンフ ラ ス トラ ク ヂ ャー の 選 択 とい う枠 組 み を財 政学 の なか に導 入す れ

ば,憲 法 的 な イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー に よ って 規 定 さ れ た 各種 の イ ンフ ラ ス ト

ラ クチ ャー を 多様 性 と階 層 性 を も った もの と して総 合 的 に把 握 す る こ とが で き

る 。例 え ば,租 税 イ ンフ ラ,情 報 イ ン フ ラ,貨 幣 制 度,経 済 イ ンフ ラ,社 会 イ

ン フラ,土 地環 境 イ ンフ ラ,文 化 イ ン フ ラな どで あ って,こ れ ら は相 互 に有 機

的 に 関連 しあ い,依 存 しあ って,ひ とつ の総 合 的 な シス テ ム を構 成 し,納 税 者

に よ る選 択 の対 象 と な る。

そ して イ ンフ ラが 個 々人 の 消 極 的 自由 と積極 的 自 由 を と もに充 足 す る方 法 で

整 備 され るべ き こ と はい う まで もな い 。納 税 者 が 自立 の 経 済 的 な基 礎 を拡 充 し

なが ら,公 正 な租 税 シ ス テ ムを 活 用 しつ つ,固 有 価 値 の享 受 能 力 を高 め,各 人

の生 きか た や 生 きが い を 尊 重 し合 い,自 分 自 身 の欲 求 を 市場 と政 府 を通 じて 実

現 す る に は ど うす れ ば よい か,を 考 え て ゆ け る シス テ ム の構 想 で あ る。 個 人は,

こ れ ら の イ ンフ ラ を活 用 しな が ら,自 分 の 自立 と,他 人 へ の支 援 を関 連 させ,

享 受 能 力 の 発 達 を支 援 す る とい う基 本 的 な視 点 か ら,多 様 な イ ンフ ラ を一 人 一

人 の 自立 の ため に,ネ ッ トワ一 夕で結 合す る。 例 え ば,一 人 の 障 害 者 を 支援 す

る た め に,グ ル ー プ ホー ムの 責任 者 は,社 会 イ ンフ ラの ひ とつ で あ る障 害 者施

設 と関 係 を持 つ 。 そ して,教 凧 医 師,介 護 士,弁 護 士,調 理 師 な ど,教 育 イ

ンフ ラ,医 療.イン フ ラ,介 護 イ ン フ ラ,憲 法 イ ンフ ラ な ど,各 種 の イ ン フ ラ と

ネ ッ トワ ー ク を もつ 』 さ らに,障 害者 が街 にで て,自 由 に交 流 し移動 す るに は,

普 通 に は経 済.イン フ ラ とさ れ る交通 イ ンフ ラや 情 報 イ ン フ ラ を享受 能力 や 潜 在

能 力 の 発 達 の視 点 か ら活 用す る こ とに な る。 また,関 係 す る資 金 の 管理 に は,

銀 行 な どの 貨 幣 ・金 融 イ ン フ ラが 必 要 とな ろ う。 障 害 者 に限 らず,享 受 能力 の

発 達 の た め の 支 援 を必 要 とす る個 人 に対 す る,イ ンフ ラを 活用 した支 援 は 「自

18)G、BrennanandJ.M、B阻ehanan,TheTaxSystem.asSocialOverheadCapital,D.Blε1在d5.,

Publicthan,,副4段 ρ兇o規 ど``'田"1'1980.
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立支援 ネットワーク」 と呼ばれ る。かって,賀 川豊彦がめべたように,「みん

なはひとりのために,ひ とりはみんなのために」という考え方は,現 代財政シ

.ステム構築の基本的な考え方となる1%

「財政のあるべき姿」というとき,重 農学派は,自 然法を引合いにだして,

純生産物課税を主張し,国 民の再生産活動を妨害 しない範囲内での課税こそ自

然の理であると主張する。ここでは看 主と言えども従わざるをえない自然の法

に照 して 「か くあるべき政府の内容と規模」を検討することになるのである。

これは私的な欲求の充足 と公的な欲求の関係を.考える場合にも基礎となる科学

的な認識であろう。

しか し,同 時に,「政府のあるべき姿」とい うときの 「あるべき」 とい う意

味は 「経済の法則からしてか くあるべき」という意味と 「人間の権利(正 義)

からしてか くあるべき」 という二重の意味がある,と いう点をとくに立入 って

解明する必要がある。つまり,こ れは憲法的なルールを選択する際の評価基準

として経済法則を認識 して,経 済の発展を妨げない課税や財政のありかたを考

える一方で,そ の法則を社会の中で生かしつつ納税者の共通の利益を実現する

価値基準を人権論,あ るいは,正 義論として展開することを意味するからであ

る。,

ネ ッ トワーキングによるコモ ン ・ス トックの形成

この よ うに 問題 を た て る と,納 税 者 の 欲 求 は そ ん な高 次 の もので は な くて,

ベ ンサ ム 的 な功 利 主 義 的 個 人 の欲 求 に過 ぎな い とい う反 論 が 予 想 され る。 これ

に つ い て はA,セ ンの 「財 と潜 在 能 力 」1985(鈴 村興 太郎 訳,岩 波 書 店,1988

年)之 お け る主 張 が 参 考 に な る。 彼 は,.人 間 の欲 求 は希 望 の持 て る社 会 的 な環

境 を整 備 す れ ば高 次 化 す る こ とが 出 来 る と主 張 した 。 この環 境 とは社 会 的 な最

低 限 の 達成 に 関す る社 会 的 な合 意 で あ り,ロ ー ル ズ 基準 に も とつ く財 政 シ ス テ

ム の 実現 に よ っ て可 能 と な る,と 考 え られ る。

19>池 上惇 【現代経済学と公共政策」青木書店,1996年 参照。

}
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欲 求 を高 次 化 し う る人 間 とは,ど の よ う な人 間で あ ろ うか 。 セ ンは経 済 人 の

仮 定 で は覆 い つ くせ な い 人 間 の行 動 の動 機 を分 析 して,社 会 的 な 最低 限度 の生

活 に関 す る物 的 な 条 件 と,そ れ を踏 ま え て人 間が 自分 自身 の 人生 を積 極 的 に選

び とろ う とす る内省 的 な思 考 とい う条 件 を問 題 にす る。 後 者 は 「どの よ うな種

類 の人 生 に価 値 が あ る か」 を 問 う もの で あ っ て,こ こで は,自 分 の 個 性 的 な

「い きが い を 実 現す る機 会 を求 め る」 人 聞 が 想 定 さ れ て い る。

この 考 え 方 を予 算 の選 択 や イ ン フ ラ ス トラ.クチ ャー を供 給 す る シ.ステ ム に適

用 す れ ば,欲 求 の高 次 化 に は人 間 耳納 税.者の学 習 と予 算 へ の評 価 の過 程 が あ る

とい う想 定 が可 能 で あ ろ う。 この 学 習 過程 で科 学 的 な認 識 と正 義(人 権,倫 理

な ど〉 の実 現 と の調 整 が 行 な わ れ る と考 え る こ とが で きる。 つ ま り,納 税者 が,

市 場 の 限 界や 官 僚 制 の 発 展 の 法則 を知 り,こ れ らを踏 ま えて,正 義 や 人権 を 人

間 の生 きが いの 実 現 とい う レベ ル まで 具 体 化 して把 握 す る こ と,こ の前 提 の上

で,効 率 と公 平 を両 立 さ せ う る財 政 シ ス テ ム を構 想 す る こ と,こ れ らが 予 算 評

価 の基 礎 で あ る。

現 在 の 倫 理 社 会 学 に お い て も,ベ ンサ ム的 な生 存競 争 を正 当化 しか ね ない 社

会 シス テ ム を肯 定 す る立 場 と人 間が 個 性 を相 互 に尊重 し合 い公 正 な競 争 関 係 の.

も とで 共 存 す る方 向 を肯 定 す る もの とが あ る。納 税 者 が 個 性 を相 互 に尊 重 し合

い,差 異 を コモ ン ・ス トック と して 享 受 しあ う財 政 シス テ ム を考 え てみ る と,.

ス ミス の指 摘 は 参考 に な り うる。.彼は 言 う。

「犬 の よ うな動 物 は,た とえ 才 能 が あ った と して も,そ れ をい わ ば,共 同

資 産(commonstock)と した り,生 産 物 を交 換 した りす る こ と はで きな

い。 したが っ て,.彼 らの 才 能 の差 異 は,彼 らに取 って は何 の 役 に もた た な

い。 人 類 に おい て は全 く事 情 が 異 な る。 す なわ ち彼 ら はそ の 幾 多 の 生 産 物

を量 ま た は 質 に 応 じて交 換 す る こ とが 出 来 る。 こ の よ う に して哲 学 者 と

ポ ー ター は相 互 に利 益 を与 え合 うので あ る。 ポー ター は 哲 学 者 の た め に荷

物 を運 ぶ こ と に よ っ て 有 用 と な り,そ の か わ りに,ポ ー ター は 哲 学 者

が 蒸 気 機 関 を 発 明 す る こ とに よ っ て,よ り安 い 石 炭 を使 う こ とが 出 来
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る。」冨。〕

.この よ う な才 能 の差 異 を相 互 に生 か し うる シ.ステ ム は ス ミスの 時 代 で は 商 業

社 会 に よ って 与 え られ る と想定 され た。 今 日で は憲 法 イ ンフ ラ ス トラ ク.チャー

に よ っ て規 定 され る よ う な,各 人 の 「生 きが い」 を実 現 し うる 「社 会 に共 通 の

シス.テム」 と 「自立 支 援 ネ ッ トワー ク」 が あ って は じめ て可 能 な こ とが わ か る。

先 の ロー ル ズ基 準 で 言 えば 障 害 者 の 人 間 と して の 発達 を保 障 す る社 会 に共 通

の シス テ ム とは総 て の人 間 に 人権 を保 障 す る法 とそ れ を生 か し うる シ ス テ ム,

障 害者 が ア クセ ス し うる社 会 の 情 報 ス ト ック,と そ の運 用 の シス テ ム,経 済 生

活 に必 要 な 貨幣 と金 融 の シ ス テ ム,段 差 の な い道 路や エ ネル ギ ー の供 給 シ ス テ

ム,教 育 と福 祉 の シス テ ム,障 害 者 施 設 の た め の 土 地 や環 境 の供 給 シス テ ム,

芸術 文 化 を 供給 す る文 化 シ ス テ ム な どで あ る。 これ らは社 会 の 共 同業 務 のハ.一

ドと ソ フ トで あ る,と い っ て もよい が,こ れ らの シ ステ ムの情 報 が 確 実 な情 報

と して供 給 され る の で,納 税 者 は市 場 の 世 界 と市 場 外 の世 界 を調 整 しな が ら

「生 きが い 」 を 実現 す る機 会 を求 め て生 活 しう るの で あ る。 これ らを イ ン フ ラ

ス トラ クチ ャー の新 しい概 念 と して公 共 選 択 の 対 象 と して ゆ けば,財 政 学 の対

象 規 定 と して は 最 も具体 的で 総 合 的 な定 義 とな りう るの で は ない で あ ろ うか 。

展望 財政学における情報操作と疎外の問題.

財政学の重要な論点として大内兵衛以来の財政民主主義論を基本としつつ,

納税者の権利を基礎として社会の共同業務を遂行すべき国家財政が,私 的な利

益追求社会.のもとでいかにして社会の疎外体に転化 してゆ くかを予算過程,経

費,租 税,公 信用,財 政政策,国 際財政などの各側面で叙述するという問題が

ある。

財政学の特徴として,

(D財 政民主主義論や公共選択論は,政 治と経済の境界領域であるから,経

20)A.Smith,Lecmrcs.uJurisprudence,1762-3,1766.,EditedbyR.L.Meek,D.D.Raphae1孤d

P.G.Stein,し).food,1978.,p..493.,Reportdated1766.



匪

20〔4総)第158巻 第5号

済の論理と政治や法の論理 との接点にある。この結果,経 済の基礎理論で

ある分業や商品化,あ るいは資本蓄積のなどの一般.的環境のなかで,社 会

の共同の業務が私的な利益に偏人され,公 共性が形骸化する過程が観察 し

うる。 とくに,マ ルクスやウエーバーの官僚制の論理は分業や所有の論理

が行政組織に適用されると雇用関係や行政手段からの疎外が発生する過程

を把握 している。また,部 分情報と全体情報の乖離 も官僚制論の重要な構

成要素あ り,納 税者への財政幻想などと合せて理論化することが求められ

る。

(2)ス ミス以来の小さな政府の課題が現代でもJ,M.ブ キャナンらによって

取上げられ,レ ソトシーキングや私的.利益集団による 「財政へのタカリの.

構造」が拡大 しているとの認識がある。これらによる浪費や無駄の問題 と

関連 した大きな政府など国民経済と政府の関係は現実的な問題で も.あり重

要な研究課題である。

(3>疎 外や情報操作から納税者が解放され,政 府を制御 しうる条件の研究が

必要とされる。とくに,納 税者の知る権利や情報の公開問題を基礎に,予

算の費用一便益分析を進 めて,納 税者が公的欲求を効果的に充足 しうる条

件を整備する方向に向 うであろう。財政学では課税同意権など人権を経済

的な基礎から問題にしてきたので,こ の伝統を活か しつつ,公 共的意思決

定の情報的基礎の検討と拡充の方向が示されよう。

予算制度における官僚制や納税者の疎外の問題は,資 本主義国における深刻

な論点であるだけでな くて社会主義国家においても,そ の崩壊の重要な原因の

ひとつである。社会主義国家は,生 産手段の国有化,経 済的収奪の基礎 となっ

た租税の廃止などによって,疎 外からの脱却が可能であると主張したが,実 際

には国家官僚制の強化をもたらした。その理由のひとつは納税者主権論の欠如

にある。社会主義財政学と呼ばれたものは,.産 業の国有化 と官僚制の関係の解

明や納税者主権による政府の統制論を欠いている点で決定的な弱点をもってい

た。.また,.正 義論と経済法則論との関係の究明という課題意識さえなかったこ

1
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と は ソ連 型 社 会 主 義 財 政 学 の 基 本 的 な 弱 点 で あ っ た と言 え よ う2㌔

他 方,1920年 代 の オ ー ス ト リ ア 型 の 社 会 主 義 財 政 学 は 「人 間 が 主 体 と な っ た

経 済 」 へ の 強 い 関 心 を 持 ち 鋤,ウ イ ー ン市 と い う 自 治 体 に お け る 実 験 を 踏 ま え

て い た とい う こ と もあ っ て,人 権 の 経 済 的 な 基 礎 と し て の 小 財 産 所 有 や 教 育 制

度 の 充 実,地 方 自 治 な ど の 分 権 的 な 財 政 シ ス テ ム を 構 想 し た 。 納 税 者 主 権 を 重

視 し,中 央 集 権 的 な 国 有 化 や 財 政 シ ス テ ム.に 反 対 し た 。 こ れ は イ ギ リ ス の 社 会

主 義 者 ウ ェ ッ ブ 夫 妻 やG.D.H.コ.一 ル の 財 政 シ ス テ ム 構 想 と も 合 致 す る も の

で あ っ て 嘲,個 人 の 自 立 と い う正 義 の 実 現 と経 済 の 発 展 方 向 で あ る 財 政 の 機 能

の 拡 大 を.調 整 す る 新 しい シ ス テ ム と し て 個 人 所 得 税 制 度 を 位 置 付 け て い た の で

あ る 。 現 実 の 日 本 の 地 方 財 政 や 地 方 自治 の 実 体 を 検.訂 して み る と 納 税 者 に よ る

地 方 団 体 や 政 府 の 制 御 の 意 味 は 極 め て 大 き い か ら,ゴ ル トシ ャ イ トの 考 え 方 を

基 礎 に 納 税 者 主 権 論 を み な お し て み る 必 要 が あ る 。

と く に,イ ギ リス に お け る ウ ェ ッブ ら の 提 案 と 並 ん で 注 目 さ れ る の は,ド イ

ツ,オ ー ス ト リ ア,イ タ リ ア,フ ラ ン ス の 諸 都 市 に お け る 都 市 改 良 の 実 験 で あ

る 。 さ ら に 第1次 大 戦 後,ウ イ ー ン の 社 会 民 主 党 は ダ ン ネ ヴ 土 ル ク ら の 指 導 の

も と.に大 衆 課 税 的 性 格 の 強 い 家 屋 税 な ど を 撤 廃 し,(1)小 数 の 富 裕 者 の 奢 侈 に 重

く課 税 し,② 公 営 事 業 収 入 を 当 該 事 業 に 還 元 して 社 会 施 設 の 充 実 を は か っ た 。

そ の 税 体 系 は 奢 侈 税 と し て 遊 興 税,飲 食 税,自 動 車 税,家 政 婦 税,馬 税,犬 税

に ほ か,最 大 の 税 目 と し て 福 祉 事 業 税(Fuersorgeabgabe)が 導 入 さ れ,企 業

主 は 収 益 の 多 寡 に か か わ ら ず 支 払 賃 金 額 の 一 律4%(信 用 機 関 は8%)相 当 額

21)佐 藤博 『ソヴェ ト財政論」未来社,1965,池 上 「個人所得税 と納税者 主権」 同 「管理経済誌』

有斐閣,1984年 所収 。

22)国 有化社会キ義 に対 して,納 税者主権論 を基礎 に租税社会主義を唱えたのはオース トリアのマ

ル クス主 義研 究者,と くに,.R.ゴ ル トシャイ トであ った。R.Goldscheid,Staat,OffentHcher

H融ushalt腿ndGes訓5cafちin〃 齪4侃rh諭r凡.π α濯堵切畑朋∫c恒メヒ,Bd.1且92日,S.165.}R」 〕an・

neberg,.雪面 α'ゴ㎝ ρ妙α溶`肋G8耀f"48一 鞠m・α々 醜g胡W悔",1928、 佐 〃木雅 幸 「オース トロ ・

マル クス主義 とウイーン市 の財 政改革」r財 政学研究」2号,1979年 春 期号。池 卜惇 「管理経済

論」 有斐閣,1984年,45ペ ージ。

23〕 清水修 二 「ウェ・7ブ夫 妻 とG.D.H.コ ー ル」 『財政 学研 究」,第8号,1983年10月,S.&B.

Webb,AConstitutionfortheSocialistCommonvtealthofGreatBritain,1920、,岡 本秀 昭訳 「大

英社 会主義の構劇 木鐸計.1979年 。`;.D.H.(b1,AFIanfarDean・`溜 ごfB配α加,1船9.
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を毎 月納.入す る よ う義 務 づ け られ,雇 用 者へ の転 嫁 は禁 止 され た。....1..

そ の ほか に住 宅 税 と して,市 営住 宅建 設 の た め大 邸 宅 に高 度 累 進 的 重 課 を お

こな う とと もに,⊥ 地 増価 税 と して不 動 産譲 渡 に お け る増 価 分 の60%を 徴 収 し,

土 地 投 機 の 規 制 と税 の 増収 の双 方 を 同時 に達 成 しよ う と した の で あ る。 ウ イー.

ンの財 政 学 者 ゴ ル トシ ャ イ トは,こ れ らを租 税 社 会 主 義 の 実 践 と して これ を 高

く評 価 して い た牝

さ まざ ま な不備 は あ る とは言 え,租 税 社 会 主 義 の 実 験 は 財 政 学 史 上,画 期 的

な で き ご とで あ った。 この方 向 は市 場 経 済 と民 主 主義 的 なR治 体 や 共 同 体 との

共 存 の 可 能性 を示 唆 す る と と もに,国 有 企 業 中心 主 義 の 社 会 主 義 論 と較 べ て住

民 の ギ権 や 国民 の主 権 の所 在 が 明 確 で あ って,租 税 廃 止 論 とは 根 本 的 に性 格 を

異 に して い る。 複 数 財 政 主 体 の も とで の 租 税 や 財 政 の 民 主.主義 こそ,現 代 財 政

シス テ ム の核 心 で あ ろ う。

本 論 文 で は,財 政 学 と経 済 学 が 永 年 に わ た って 前提 して きた 一つ の基 本 的 命

題 が 揺 らぎ始 めて い る こ とを指 摘 し,消 費 者 や納 税 者 の選 好 の 型 は変 化 し発 展

す る こ と を,A.ピ ー コ ックの 主 張 な どを 手 掛 か り と レな が ら考 察 して きた 。

消 費者 や 納 税.者は所 得 を.支出 した り,公 共 サ ー ビス と引 き換 え に税 を支 払 った

りす る場 合 に,そ の 過 程 で 経 験 を 獲 得 す る か ら,選 択 の効 率 を改 善 す る方 法 を

学 習 し うる。 彼 らは,自 分 た ち の 好 み や 選好 が発 展 した り変 化 した りす る こ と

を認 識 して い るか ら 自分 た ち の公 共 的意 思 決 定.の能力 が 発 達 しう る こ と を知 っ

.てい る。 そ して,こ の よ うな 能 力 の 発達 は彼 ら の成 功 や 失 敗 の 経 験 に依 存 す る

だ けで な くて,彼 らが 予算 案 の情 報 を比 較 し費 用 と便 益 を計 算 す るた め の情 報

的 基 礎 を 拡 充 す る こ とに も依 存 して い るで あ ろ う。 この こ とは 財 政 にお ける民

主 主 義 の 基 礎 が,従 来 主張 され て き た よ うに納 税 者 に よ る課税 同 意 権 の確 立 や

24}島 恭彦,池 上厚編 「財政民主主義の理論と思想」青木書店,1979年.序 章。
G.Colm.Essaysrノ財励 磁6JfrrE～ηα庶 α耀FI鐸αmo険y,1955,p.22.G,コ ルム,木 村元r,

大川政旺,佐 藤博1財 政と景気政策』弘文堂,1957年,K.H.Hansmey肛undK.M属ckscheid,

FinanzpsycbologLe、h」g.VonF.Neumar㎏Hα ηめ鷹ゐ4群 瓦ηα,卍聞"∫5ε海`舷プ乱丁廿bLngen.1975.,
Uefeエu㎎7-9.SS.553-583.K.H.ハ ンスマイヤー編著,広 田司朗 ・池上惇監修訳 「自治体財

政政策の理論と歴史一 ヴァイマール期を中心としz-1同 文舘,1990年 。
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租税法律主義に依存するだけでなくて,納 税者自身の学習能力の発達にも依存

していることを示唆している。そして,こ のような学習能力の発達は,一 方で

は,国 際的な比較の視野をもって国家財政を評価する機会の多いことと,他 方

では,地 方自治制度の発達過程での納税者の議会,.行 政,な どへの参加の機会

の多いことにも強く影響されよう。さらに現代の情報ネットワ.一クの発展 とと

もに現実性を増しているのは納税者の知る権利の拡充と,過 去の公共的意思決

定や予算案の選択 における成功 と失敗の経験に関する情報のデータベースの構

築,そ れへのアクセス権の拡充である。財政民主主義の内容が,課 税同意権を

拡充して,納 税者の知 る権利にまで発展 し,公 共選択における学習効果 と選択

の効率性の問題にまで踏み込んだとき,現 代財政学は,従 来,支 配的であった

「効率の優先」 とい う名目のもとに生存競争を正当化す る新自由主義」や,

「公平優先 とい う名 目の下に国家官.僚制の正当化の論理 となった国有.化財政

論」に代わって,「公平 と効率の両立を可能にする学習者としての納税者主権

財政論」を確立することができる。そ して,こ の財政学は,公 共サービスめ内

容 として 「生存欲求と,い きがい欲求の実現を担 う憲法インフラス トラク

チャー」を基礎に財政 システムを構築するであろう。文化経済学を基礎とした

財政システム把握にこそ,現 代財政学の基本的特徴が集約されている。
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